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衆
議
院
議
員
大
河
原
ま
さ
こ
君
提
出
都
市
計
画
決
定
手
続
へ
の
住
民
参
加
と
都
市
計
画
法
第
十
六
条
第
一
項
の
公
聴
会
開
催

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
大
河
原
ま
さ
こ
君
提
出
都
市
計
画
決
定
手
続
へ
の
住
民
参
加
と
都
市
計
画
法
第
十
六
条
第
一
項
の
公
聴
会

開
催
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

市
町
村
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
都
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
。
以
下
同
じ
。
）

が
法
第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
地
区
計
画
等
（
以
下
単
に
「
地
区
計
画
等
」
と
い
う
。
）
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
区
計
画
等
の
案
に
係
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
の
意
見
を

求
め
た
場
合
に
お
い
て
、
公
聴
会
の
開
催
等
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
（
以
下
「
公
聴
会
の
開
催
等

の
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
こ
と
は
、
法
上
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
地
区
計
画
等
の
案
に
係
る
区
域
内
の
土
地
の

所
有
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
の
意
見
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
も
な
お
、
公
聴
会
の
開
催
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め

る
も
の
で
は
な
い
。 



 

２ 

 

 
 

そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
市
町
村
が
公
聴
会
の
開
催
等
の
措
置
を
講
ず
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
地
区
計
画
等

の
案
の
作
成
に
関
す
る
事
務
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
自
治
事
務

（
以
下
単
に
「
自
治
事
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
、
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
に
当
た
り
、
利
害
関
係
者
、
住
民
等
の
意
向

を
十
分
に
把
握
し
、
当
該
意
向
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

市
町
村
が
地
区
計
画
等
の
案
を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
案
に
係
る
区
域
内

の
土
地
の
所
有
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
住
民
の
公
開
の
場
で
の
意
見
陳
述

の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
、
「
影
響
を
受
け
る
住
民
の
意
見
陳
述
の
機
会
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
」
及
び
「
公

聴
会
を
開
催
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
に
関
す
る
事
務
が
自
治
事
務
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
公
聴
会
の
開
催
等
の
措
置
を
講
ず
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
が
、
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
、
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
に
当
た
り
、
利
害
関
係
者
、
住

民
等
の
意
向
を
十
分
に
把
握
し
、
当
該
意
向
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。 


